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鶴巻東ヶ丘自治会建築規約 

 

（目的） 

第１条  この規約は、鶴巻東ヶ丘自治会地区内旧相互住宅分譲地（以下鶴巻東

ヶ丘自治会地区という）内における建築物の敷地、構造、用途等に一定の制

限を設けることにより、近隣の利害を調整し、住宅地として良好な生活環境

を維持することを目的とする。 

（遵守義務）   

第２条  鶴巻東ヶ丘自治会地区内の土地所有権者ならびに建築物の所有を目的

とする地上権者および賃借権者（以下「権利者」という）は、建物の新築及

び増改築にあたってすべてこの規約を遵守しなければならない。 

（建物の制限） 

第３条  鶴巻東ヶ丘自治会地区内の建物は、つぎの各号の基準によらなければ

ならない。 

１ 建物はすべて、鶴巻東ヶ丘自治会浄化施設管理部会規約に抵触してはなら

ない。 

２ 建物は原則として１区画内に１戸建とし、共同住宅は認めない。 

３ 建物の用途は、専用住宅、医院併用住宅又は店舗併用住宅とする。 

４ 建物の建ぺい率並びに容積率の上限は次のとおりとする。 

     種   別      建ぺい率    容積率 

第１種住居専用地域    ５０％    １００％ 

   住居地域         ６０％    ２００％ 

５ 建物の地上部分は２層を越えてはならない。この場合、半地下構造部分・

中２階部分並びに開口部を有する屋根裏部分は、地上部分の１層と算えるも

のとする。 

６ 建物の外壁又はこれに代る柱の外面から、隣接する宅地境界までの距離は

１メートル以上とする。 

７ 建物の２階外壁又はこれに代る柱の外面から北側の隣接する宅地境界まで

の距離は、３メートル以上とする。 

ただし、北側境界の方向が明確でないときは、隣接宅地の日照を損なわな

いように、北西側又は東北側の宅地境界からの距離とする。 

８ 建物の地盤面からの高さは、最高部で８．５メートル、軒の高さは６．２

メートルを越えてはならない。 



 - 2 - 

９ 高さが２．３メートル以上の物置・車庫上屋等は、第６項に準じて設置す

るものとする。 

１０ 住居地域内の建物にあっては、第５号から第９号にいたる制限はこの限

りではない。 

（届出） 

第４条  第２条に定める権利者が団地内に建物を新築又は増改築しようとする

ときは、予め自治会長に対して、その建築物が第３条の規定に適合するもの

であることを証する図面等を添えて届出なければならない。 

（審査） 

第５条  自治会長は、権利者から前条に基づく届出を受理後すみやかに第７条

に定める建築審査委員会の審査に附し、その結果を権利者に通知するものと

する。 

２ この規約の適用にあたっては、敷地の状況及び家族構成等を考慮して、円

滑な運用を図るものとする。 

（違反者への措置） 

第６条  自治会長は、前条の審査の結果、その建築物が第３条の規定に違反し

ているときは、当該権利者に是正の措置を求めるものとする。 

２ 当該権利者が前項の是正措置に応じないときは、自治会長は、建築審査委

員会の意見を聞いて、相当の対抗措置をとることができる。 

（委員会） 

第７条  第５条の審査及び第６条第２項の違反者への措置に関する意見を述べ

るため建築審査委員会を設置する。 

２ 建築審査委員会は次の役員で構成する。 

     委 員 長  １ 名 

     副委員長  １ 名 

     委  員  若干名 

３ 委員は権利者から選出し、自治会長が任命する。 

４ 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

５ 委員長及び副委員長は委員の互選とする。 

６ 委員長は委員会を代表し、その事務を統括する。 

 副委員長は委員長に事故あるとき、その職務を代行する。 

（規約の廃止及び変更） 

第８条  この規約の廃止及び変更については、権利者総数の３分の１以上の発
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案にもとづき、権利者総数の３分の２以上の同意を得なければならない。 

   （附 則） 

１ この規約は昭和５３年５月１日から施行する。 

２ この規約の施行前に完成した建物及び建築中の建物については第３条第２

号から第１０号までの規定は適用しない。 

 




